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吹田市立さんくす図書館窓口等業務委託 

企画提案（プロポーザル）公募要項 

１ 趣旨 

  この要項は、吹田市立さんくす図書館窓口等業務委託に係る委託事業者の選定を

公募型プロポーザル方式で実施するにあたり、必要な事項を定めるものである。 

２ 業務の概要 

（１）委託業務の名称

吹田市立さんくす図書館窓口等業務

（２）委託業務の実施場所

吹田市立さんくす図書館

吹田市朝日町３番５０１号

（３）委託期間

平成３１年２月１日から平成３４年１月３１日まで

（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３の規定に基づく長期継続契約） 

（４）委託業務内容

別添の「吹田市立さんくす図書館窓口等業務委託仕様書」による。

３ 参加資格  

  プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる条件をすべて満たすものとする。 

（１） 基本条件

ア 図書館は教育機関であり、この観点について十分理解している団体であ

ること。

イ 図書館での窓口業務の受託実績を有していること。

ウ 大阪府内に事務所を有するか、又は受託後有する予定があること。

（２）必要な資格

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規

定に該当しない者であること。

イ 過去５年以内に、労働基準法等その他労働関係法令違反をしていないこ

と。

ウ 吹田市競争入札参加有資格者名簿に登載されていること。

エ 提案書類等受付開始日から契約締結日までの間において、吹田市指名停止
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措置要領（平成１６年４月１日制定）に基づく指名停止の措置を受けてい

ないこと。又は入札参加資格を取り消されていないこと。 

オ 提案書類等受付開始日から契約締結日までの間において、吹田市公共工事

等及び売払い等の契約における暴力団排除措置要領（平成２４年１１月１

３日制定）に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。また、同要領

別表に掲げる措置要件にも該当しないこと。

カ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）に基づき更生又は再生手続開始申し立てがなされている者

については、手続き開始の決定を受け、かつ、手続き開始後に本市の競争

入札参加資格の再認定手続きを完了していること。

キ ISO27001認証、又はプライバシーマーク認証を取得していること。

４ スケジュール 

  別紙１「吹田市立さんくす図書館窓口等業務委託事業者選定スケジュール」のと

おり 

５ 委託料（年額） 

 委託料の上限は、金 ３８，８８０，０００ 円（税込）とする。 

ただし、初年度は、金 ６，４８０，０００ 円（税込）とし、 

最終年度は、金 ３２，４００，０００円（税込）とする。 

※税率は８％で計算

６ 選定方法 

  プロポーザル参加事業者より提出された吹田市立さんくす図書館窓口等業務委

託提案書をもとに、吹田市立図書館窓口等業務委託事業者選定委員会（以下、「選定

委員会」という。）が別紙２の「吹田市立図書館窓口等業務委託事業者選定に係る評

価項目と基準」の評価基準を基に総合的に判断し、最優秀提案事業者（第一位候補

者）と第二位候補者の事業者を選定する。なお、最低基準点に満たない事業者につ

いては、選定しないものとする。最低基準点は、全委員の採点合計（各委員の採点

をすべて合計したもの）が、総配点の１００分の６５（６５×委員の人数）以上で

あることとする。参加事業者が１者であった場合も提案審査を行い、その得点が最

低基準点を上回ればその事業者を第一位候補者とする。
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７ 審査基準 

  次に示す観点から、総合的に公平かつ客観的な審査を行うものとする。 

（１）委託業務に係る企画提案並びに業務計画書の内容が、市民へのサービス向上

に資すると認められること。

（２）委託業務に係る企画提案並びに業務計画書の内容が、業務委託仕様書の内容

を的確に反映していると認められること。

（３）委託業務の遂行に係る収支予算の内容が、最小の経費で最大の効果をあげら

れるものと認められること。

（４）運営体制及び人員配置が円滑かつ確実な業務遂行を行えるものであると認め

られること。事業者としての経営能力が次に掲げる状況にあり、安定的に業

務遂行が行えると認められること。 

ア 安定的かつ健全な財務能力を有していること。

イ 事業実績が豊富であること。

ウ 優れた物的能力及び人的能力を有していること。

８ 提案書等の提出書類  

（１）プロポーザル参加申請書 ・・・・・・・・・・・・ （様式１） 

（２）提案書表紙 ・・・・・・・・・・・・・・・・ （様式２） 

（３）法人等の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・ （様式３） 

（４）図書館業務受託実績について ・・・・・・・・・・・   （様式４） 

（５）提案書

ア 図書館運営に対する基本的な考え方について ・・・・・ （様式５） 

イ 吹田市立さんくす図書館窓口等業務委託仕様書に示される業務内容に関わ

る提案について      ・・・・・・・・・・・・・・・・  （様式６）

ウ 業務従事者の雇用計画、資格と経験及び配置計画について

・・・・・・・・・・・・・・・・   （様式７） 

エ 業務従事者に対する研修計画等について ・・・・・・ （様式８） 

オ 勤務ローテーション及びバックアップ体制について ・・   （様式９） 

カ 業務委託料見積書 ・・・・・・・・・・・・ （様式 10） 

キ 業務委託料見積額内訳書 ・・・・・・・・・・・・・ （様式 11） 

ク 委託事業者の決定から委託事業開始までの準備スケジュールについて

・・・・・・・・・・・・・・・  （様式 12）

ケ その他特に提案したいこと ・・・・・・・・・・・・   （様式 13） 

（６）質問票 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （様式 14）
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（７）辞退届（参加申請書を提出した後、辞退する場合のみ提出すること）

・・・・・・・・・・・・・・ ・ （様式 15） 

（８）ISO27001認証、又はプライバシーマーク認証を取得していることが確認で

きる書類の写し 

９ 提出部数等 

（１）提出部数

ア 様式１から１３までと、ISO27001 認証、又はプライバシーマーク認証を

取得していることが確認できる書類の写しを１冊にまとめたものを、正１

部として提出すること。

イ 様式２から１３までを１冊にまとめたものを、副として７部提出するこ

と。

（２）すべてＡ４サイズ縦のものとし、片面に記載内容が収まりきらない場合

は、同じ様式により裏面を使用し両面としても差し支えない。

（３）必要書類が不備の場合は、申請を受け付けない。

（４）質問票（様式１４）を除き、電子及び磁気媒体による提出はできない。

１０ 提案書に記載すべき内容 

（１）受託業務の遂行のために必要な、有資格者を含む人員体制を具体的に記述す

ること。

（２）業務従事者配置計画について勤務ローテーションを含めて記述すること

（３）貸出・返却・配架・書架整理・予約書架点検・相互貸借処理・資料受け入れ

など、一連の業務を毎日どのような体制で行うのか、人員配置を含め具体的

に提案すること。

（４）受託業務は市民・利用者との応対が多くを占めるため、利用者対応について

の業務従事者資格要件及び研修について記述すること。

（５）安定した受託業務の遂行のために、人材確保面及び処遇の面からどのような

注意を払うのか述べること。 

（６）司書、司書補及び図書館業務経験者の採用、配置、育成計画をこれまでの実

績も合わせて記述すること。

（７）経験と力量のある責任者、副責任者を現場に常時配置する体制について記述

すること。

（８）本社による責任者、副責任者への支援体制について記述すること。

（９）現場の責任者、副責任者のストレスに対しての人的及び精神的な支援の体制
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について記述すること。 

（１０）個人情報の保護、綱紀保持について遵守事項を具体的に記述すること。

（１１） 利用者及び業務従事者自身の安全確保と危機管理について記述すること。

（１２）接遇面で良いサービスを感覚的、視覚的に実感してもらえるようにアピール

する具体策について記述すること。 

（１３）受託にあたって特に強調したいことがあれば記述すること。

（１４）他の図書館の受託において得た教訓及びその教訓を今後にどう生かすか、特

記事項があれば記述すること。 

（１５）受託にあたって吹田市立図書館に特に配慮を求める点があれば記述すること。 

１１ 申請手続き等 

（１）公募要項等の公表・交付

平成３０年８月３１日（金）から１０月９日（火）まで

公募要項等は、吹田市立図書館ホームページ及び吹田市ホームページからダ

ウンロードにて交付する。

（２）質問等

ア 質問受付

ア）受付期間 平成３０年９月３日（月）から９月１２日（水）午後５時ま

で 

イ）受付方法 様式１４によりE-mailでのみ受付ける。

ウ）提出先  吹田市立さんくす図書館  

E-mailアドレスは、本公募要項第１７項連絡先に記載 

＊電話、口頭による質問は一切受け付けない。  

イ 質問に対する回答

ア）回答予定日 平成３０年９月１４日（金）

イ）回答方法  吹田市立図書館ホームページ上で回答を公表する。

（３）現場説明会及び見学会

ア）日 時 平成３０年９月６日（木）

現場説明会：午前１１時から 

見学会：午前１１時３０分から 

イ）場 所 吹田市立さんくす図書館 多目的室

吹田市朝日町３番５０１号 

ウ）問合せ 吹田市立さんくす図書館 

電話 ０６－６３１７－００３７ 

FAX ０６－６３１７－０２５８ 
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現場説明会に参加する事業者は、前日の午後５時までに、さんくす図書館ま

で連絡すること。説明会及び見学会に参加することは公募要件ではありませ

ん。 

（４）提案書類等の提出

  第９項に掲げる必要な書類を取りそろえ、次のとおり持参すること。 

ア）受付期間 平成３０年９月２５日（火）から１０月９日（火）まで

イ）受付時間 午前１０時から午後５時まで

ウ）提出先  吹田市立中央図書館 ２階 事務室 

（総務・企画グループ庶務担当） 

吹田市出口町１８番９号 

電話 ０６－６３８７－００７１ 

FAX ０６－６３３９－７１４４ 

（５）参加資格の審査及び結果通知

参加申請書を提出した者には、提案者に求められる資格要件のすべてを満た

しているか否かを審査し、提案書（様式２）に記載したメールアドレス宛に審査

結果等を電子メールで回答する。（平成３０年１０月１１日（木）まで）  

１２ 提案に対する費用、条件等 

（１）提案書の作成に要する費用は、応募事業者の負担とする。

（２）すべての提案書は返却しない。

（３）提出された提案書は、審査・事業者選定の用以外に応募事業者に無断で使用

しない。

（４）受付期間後の提出、提出後の差し替え等は認めない。

（５）提出された書類に虚偽の申請があった場合には、当該提案書を無効とする。 

（６）その他、窓口等業務委託に係るリスク分担表については、別紙３のとおり。 

１３  提案説明聴取及び質疑の実施 

  選定委員会において企画提案説明聴取及び質疑を行い、その後、最優秀提案事業

者（第一位候補者）及び第二位候補者を選定する。 

（１）日 時 平成３０年１１月９日（金）

（時間については別途通知する。） 

（２）場 所 吹田市立中央図書館 ３階 第２集会室

（３）時 間 各社３０分程度（提案説明２０分・質疑１０分程度）

（４）説明者 応募事業者の代表者もしくはその代理人４名以内
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（５）その他 提案説明の追加資料は原則として認めない。

選定委員会が必要と認める場合には、提案説明聴取及び質疑に追加

もしくは代替えの審査を行う場合がある。 

１４ 選定結果の通知及び公表 

（１）選定結果は平成３０年１１月１５日（木）までに全応募事業者に書面で通知

し、吹田市立図書館ホームページ、吹田市ホームページ及び吹田市役所行政

資料閲覧コーナーで公表する。

（２）選定結果に対する問い合わせや異議の申し立て等については、一切応じない。 

（３）契約締結後、次の内容を公表する。

ア）選定事業者名並びにその提案金額と評価点

イ）全応募事業者の名称（申込順）

ただし、応募事業者が２者の場合は公表しない。

ウ）全応募事業者の評価点（得点順 選定事業者以外は記号（アルファベッ

ト）表示）

エ）審査項目・基準、配点

オ）プロポーザル選定委員会委員の役職名

カ）プロポーザル選定委員会の会議録の概要

キ）その他必要な事項

１５ 契約 

（１）契約締結は、本市の契約に係る事務手続きの完了後、行うものとする。

（２）最優秀提案事業者（第一位候補者）が契約締結までに、本公募要項第３項参

加資格に規定する条件のいずれかを満たさなくなった場合又は事故等の特

別な事由により契約が不可能になった場合等においては、第二位候補者を契

約候補者とする。

（３） 契約保証金を算定する場合の金額については、吹田市財務規則（昭和３９年

吹田市規則第１４号）第１１３条第２項第２号の規定により契約金額の年額

相当額の１００分の５以上とする。 ただし、同条第３項の規定により、減額

する場合がある。

１６ 失格事項 

  次の各号に該当する場合は、棄権もしくは失格とみなし審査の対象から除外する。 
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（１）提案書を提出日までに提出しなかった者。また提出書類に漏れのあった者。 

（２）市が提示した委託料を超える見積りを提出した者。

（３）提出書類に虚偽の内容が記載されている者。

（４）選定委員会委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた者。

（５）他の提案者と応募提案の内容またはその意思について相談を行った者。

（６）事業者選定終了までの間に、他の提案者に対して応募提案の内容を意図的に

開示した者。

（７）その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った者。

１７ 連絡先 

吹田市立さんくす図書館 

住所  〒564－0027 吹田市朝日町３番５０１号 

電話  ０６－６３１７－００３７ 

FAX  ０６－６３１７－０２５８ 

E-mail sankulib@ma.lib.suita.osaka.jp 


